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＜改正後＞ ＜現 行＞ 

宮城県農業農村整備事業等設計業務共通仕様書 

第１章 総   則 

第１節 総   則 

第１－１条 【略】 

 

第１－２条 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）～（８） 【略】 

（９） 「契約書」とは、「建設工事に係る調査測量等の契約の取扱いについて」（平成２７年３

月２５日付け出契第１５１５号副知事依命通達）の別紙委託契約書をいう。 

（10）～（33） 【略】 

 

第１－３条 ～ 第１－５条 【略】 

 

第１－６条 管理技術者 

１～２ 【略】 

３ 管理技術者は、設計業務等の履行に当たり、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選

択科目）または業務に該当する部門）、シビルコンサルティングマネージャー（以下、「ＲＣＣ

Ｍ」という。業務に該当する部門）、農業土木技術管理士、畑地かんがい技士（畑地かんがい業

務に限る）、農業水利施設機能総合診断士（農業水利施設システムの総合的な機能診断業務に限

る）のいずれかの資格保有者、あるいはこれと同等の能力と経験を有する技術者とし、日本語

に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。同等の能力と経験を有する技術

者とは、次の各号に定める業務経験を有するものとする。 

 

 

 

（１） 【略】 

（２）建設コンサルタント登録規程第３条１号ロに規定された技術管理者の認定を受けた者。 

  【削る】 

  【削る】 

  【削る】 

  【削る】 

 

（３） 【略】 

４～７ 【略】 

 

 

宮城県農業農村整備事業等設計業務共通仕様書 

第１章 総   則 

第１節 総   則 

第１－１条 【略】 

 

第１－２条 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）～（８） 【略】 

（９） 「契約書」とは、「建設工事に係る調査測量等の契約の取扱いについて」（平成２５年３

月２７日付け出契第１４５９号副知事依命通達）の別紙委託契約書をいう。 

（10）～（33） 【略】 

 

第１－３条 ～ 第１－５条 【略】 

 

第１－６条 管理技術者 

１～２ 【略】 

３ 管理技術者は、             技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選

択科目）または業務に該当する部門）、シビルコンサルティングマネージャー（以下、「ＲＣＣ

Ｍ」という。業務に該当する部門）、計量士（自然環境及び生活環境の保全及び創出に関する調

査・企画・立案・助言・環境影響評価及び生活環境の保全及び創出に関する工事の設計・監理

に該当する業務の場合、環境計量士（濃度）及び環境計量士（騒音・振動関係）に限る）、農業

土木技術管理士、畑地かんがい技士（畑地かんがい業務に限る）、農業水利施設機能総合診断士

（農業水利施設システムの総合的な機能診断業務に限る）のいずれかの資格保有者、あるいは

これと同等の能力と経験を有する技術者とし、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）

でなければならない。同等の能力と経験を有する技術者とは、次の各号に定める業務経験を有

するものとする。 

（１） 【略】 

（２）建設コンサルタント登録規程第３条１号ロに規定された技術管理者の認定を受けた者。 

   イ 業務に関して実務経験３０年以上の者 

   ロ 大卒または高等専門学校卒で、業務に関して実務経験２０年以上の者 

   ハ 指定部門外の技術士試験合格者で、業務に関して実務経験１０年以上の者 

   ニ ＲＣＣＭ資格試験に合格した後、業務に関して技術管理者や有資格技術士の下での実務

経験５年以上の者 

（３）その他、特記仕様書で規定ある者。 

４～７ 【略】 
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＜改正後＞ ＜現 行＞ 
第１－７条 照査技術者 

１ 【略】 

２ 照査技術者は、設計業務等の履行に当たり、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選

択科目）または業務に該当する部門）、ＲＣＣＭ（業務に該当する部門）、農業土木技術管理士、

畑地かんがい技士（畑地かんがい業務に限る）、農業水利施設機能総合診断士（農業水利施設シ

ステムの総合的な機能診断業務に限る）のいずれかの資格保有者、あるいはこれと同等の能力

と経験を有する技術者とし、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければならな

い。同等の能力と経験を有する技術者とは、次の各号に定める業務経験を有するものとする。

 

 

 

（１） 【略】 

（２）建設コンサルタント登録規程第３条１号ロに規定された技術管理者の認定を受けた者。 

  【削る】 

  【削る】 

  【削る】 

  【削る】 

 

（３） 【略】 

３～５ 【略】 

 

第１－８条 ～ 第１－３４条 【略】 

 

 

第２章 設計業務 

 【略】 

第１－７条 照査技術者 

１ 【略】 

２ 照査技術者は、             技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選

択科目）または業務に該当する部門）、ＲＣＣＭ（業務に該当する部門）、計量士（自然環境及

び生活環境の保全及び創出に関する調査・企画・立案・助言・環境影響評価及び生活環境の保

全及び創出に関する工事の設計・監理に該当する業務の場合、環境計量士（濃度）及び環境計

量士（騒音・振動関係）に限る）、農業土木技術管理士、畑地かんがい技士（畑地かんがい業務

に限る）、農業水利施設機能総合診断士（農業水利施設システムの総合的な機能診断業務に限る）

のいずれかの資格保有者、あるいはこれと同等の能力と経験を有する技術者とし、日本語に堪

能（日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。同等の能力と経験を有する技術者と

は、次の各号に定める業務経験を有するものとする。 

（１） 【略】 

（２）建設コンサルタント登録規程第３条１号ロに規定された技術管理者の認定を受けた者。 

    イ 業務に関して実務経験３０年以上の者 

   ロ 大卒または高等専門学校卒で、業務に関して実務経験２０年以上の者 

   ハ 指定部門外の技術士試験合格者で、業務に関して実務経験１０年以上の者 

   ニ ＲＣＣＭ資格試験に合格した後、業務に関して技術管理者や有資格技術士の下での実務

経験５年以上の者 

（３） 【略】 

３～５ 【略】 

 

第１－８条 ～ 第１－３４条 【略】 

 

 

第２章 設計業務 

 【略】 

 


